
「用排水路設計指針及び営農飲雑用水施設設計指針（平成２３年４月版）」の発行のご案内 

このたび当協会では道農政部の承認をいただき平成２３年４月１日以降適用の用排水路設計指
針を発行する予定でありますのでご案内申し上げます。 

用排水路設計指針の一部改正 
 農政部制定の「用排水路設計指針」は、農業農村整備事業における用水路（開水路、パイプラ

イン）及び排水路の設計を行うにあたり、標準的な事項や基本的な考え方を示すため、各種法令
や農林水産省の基準をはじめとする全国的な基準・指針等に準拠しつつ、北海道に適した事業推
進を図るための技術指針として、農林水産省制定の「土地改良事業計画設計基準―設計・水路工」、
「土地改良事業計画設計基準―計画・排水」に準拠して、平成２０年３月に定めたものであるが、 
今回、農林水産省「土地改良事業計画設計基準（パイプライン）の改正（平成２１年３月）に伴

い、第２編「パイプライン」の見直しを行うとともに、これに併せて第１編「開水路」及び第３
編「排水路」についても一部改正されたものである。 

規 格 等 Ａ４版 570 ページ程度 

頒 布 時 期   4 月下旬 より (予定)     

頒 布 価 格     4,500 円 (予定) (消費税込み) 

申 込 方 法 申込用紙（PDF）に記入の上 FAX（011-231-7968）でお願いします 
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